
１ 計画の基本的事項 ３ ごみの減量化・再資源化の目標の達成状況
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５ 生活排水処理の目標の達成状況

➣

６ 生活排水状況の課題

７ 市を取り巻く状況の変化（現行計画以後の国・市の主な動き）
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国年月

プラスチック資源循環促進法施行2022.4

地方公共団体の責務として、その区域内におけるプラスチック使用
製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講
ずる努力義務を規定

生物多様性国家戦略２０２３－２０３０策定2023.3

生活・消費活動における生物多様性の価値の認識と行動
（一人一人の行動変容）
食品ロスの半減及びその他の物質の廃棄の減少

第六次環境基本計画閣議決定2024.5

地上資源を基調とし、自然と共生する持続可能な経済社会システム
（循環共生型社会の実現）

第五次循環型社会形成推進基本計画閣議決定2024.8

大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済・社会様式につながる一方
通行型の線形経済から、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効
利用する循環経済（サーキュラーエコノミー*2）への移行を推進

市年月

市原市ゼロカーボンシティ宣言2024.2

市原市地球温暖化対策実行計画策定2024.3

ポリスチレンケミカルリサイクル推進事業開始
（使用済みポリスチレンの市内公共施設等で拠点回収）2024.7

市民目線での現状の課題及び解決策に関する意見の集約
を図る「ごみ減量化・再資源化みらい会議」開催2025.5～8

本計画改定に係る市民・事業者アンケート実施2025.7～9

プラスチック資源中間処理及び再商品化業務に関する基
本協定締結2025.10

*1 浄化槽法に基づく定期検査で、年１回、
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ、
正常

*2：循環型経済。物を使い捨てるのではなく、再利用やリサイクルを通じて資源を無駄に
しない経済の仕組みのこと。



８ 改定計画の位置付け

*1：自然を回復軌道に乗せるために、生物多様性の損失を止め、反転させるための行動を取り、
自然と共生する世界を目指すこと。
*2：身体的、精神的、社会的にも良好な状態にあることを指す概念で、世界保健機関（WHO）
の憲章では、健康を「病気ではない、弱っていないというだけでなく、身体的、精神的、社会
的にすべてが満たされた状態」と定義している。
*3：「Reduce（リデュース）」「Reuse（リユース）」「Recycle（リサイクル）」というごみを
減らす3つの考え方に、「Renewable（再生可能な資源へ置き換える）」という考え方を加えて、
環境負荷の少ない持続可能な社会を目指す考え方。
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基本施策1

 一般廃棄物処理施設の整備推進

基本施策2

 収集運搬体制の整備推進

基本施策3

 廃棄物の適正な処理

基本施策1

 分別の徹底

基本施策2

 資源の循環的利用の促進

基本施策3

 市民、事業者主体の再資源化の推進

基本施策1

 発生抑制の推進

基本施策2

 再使用の推進

基本施策3

 環境学習及び啓発の強化

方針1

③（重点施策３）ごみ処理手数料の適正化

④（重点施策４）燃やすごみの広域処理の実施

①（重点施策５）１１条検査受検率の向上

①（重点施策１）プラスチック資源循環の推進

②（重点施策２）ごみの収集体制の見直し

⑤ 一人１日当たりのごみ排出量の指標の新たな設定
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今後のスケジュール

附属機関議会変革創造本部工程年月

◆審議
・骨子案10月

◆環境審議会審議
・骨子案

◆議会説明
・骨子案

◆パブリックコメント
・骨子案11月

12月

◆報告
・素案2026年1月

◆議会説明
・素案

◆議案提出
・条例改正
（ごみ処理手
数料）

2月

◆環境審議会報告
・素案等◆計画決定3月

◆市民周知（説明会等）
・プラスチック資源
の一括回収

・収集体制の変更
・ごみ処理手数料の
適正化

2026年
6月~

◆プラスチック資源の
先行回収開始
(モデル地区)

2026年
10月~

◆プラスチック資源の
一括回収開始

◆収集体制の変更実施
◆ごみ処理手数料の適
正化開始

2027年4月

施策体系
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＊1：使用済みプラスチックなどの廃棄物を化学的に分解し、再び製品の原料として利用する方
法。

＊2：分別収集したプラスチック資源を効率的にリサイクルするための計画。



年度 2000 2001 2002 ~ 2021 2022 2023

導入市町村数 1,434 1,464 1,531 1,102 1,105 1,116

全市町村数 3,250 3,245 3,236 1,742 1,742 1,742

導入率 44.1% 45.1% 47.3% 63.3% 63.4% 64.1%



市原市

可燃ごみ用

各認定事業者が製造 市が製造（バイオマスプラスチックを検討）

現在のごみ袋（※認定方式） 有料化した場合のごみ袋

ー 袋製造費
ー 流通経費

ごみ袋代

製造・販売
業者の収入

ー 袋製造費

ごみ袋代＝手数料

ー 流通経費

市の収入…ごみ処理
費用に充当


